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拒絶査定不服審決取消訴訟

（「タイヤ」に関する本件発明と引用発明の相違点誤認に基づく
進歩性誤認事件）［上］（全２回）

　
－平成28年（行ケ）第10079号、平成28年11月16日判決言渡－

　本件発明と引用発明との相違点１を当業者が容易に想到したものであるとした審決の判断は取消事由
があるとする原告の主張は、引用例１に接した当業者であれば、第１表に示されたゴムＡ及びゴムＢは、
非発泡性ゴムであると認定するので、審決は引用例１の認定を誤まった結果、相違点１は当業者が容易
に想到し得たものと主張する。判決は、原告の引用例１の認定は誤りであると判示し、審決の引用例１
の認定は原告の主張するような誤りがあるとはいえないとし、本件発明と引用発明は技術的に相違する
ものであるから、本願発明を引用例１の記載に基づいて当業者が容易に想到することができるとはいえ
ないと自判して、結論として取消事由１は理由がありとし、審決を取り消した事例である。併せて被告
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の主張は誤りであることが判示されている。

第１　裁判所の認定及び判断　
１　本願発明について

本願発明に係る特許請求の範囲は、下記第２の１記載のとおりであるところ、本件明細書には、お
おむね、明細書に記載があることを考慮して、以下の本発明の要旨を認定した。
本願発明のタイヤは、タイヤのトレッドに、該トレッドの少なくとも接地面を形成する表面ゴム層と、
前記表面ゴム層のタイヤ径方向内側に隣接する内部ゴム層とを有し、前記比Ｍｓ／Ｍｉは0.01以上1.0未
満であり、前記表面ゴム層の厚さは0.01mm以上1.0mm以下であり、前記トレッドは、ベース部のタイ
ヤ径方向外側に隣接して、該トレッドの少なくとも接地面を形成するキャップ部を配置した積層構造
を有し、前記キャップ部が前記表面ゴム層および前記内部ゴム層を含み、アンチロックブレーキシス
テム（ＡＢＳ）を搭載した車両に装着して使用し、前記表面ゴム層は、前記内部ゴム層のタイヤ径方向
外側で前記内部ゴム層にのみ隣接し、前記表面ゴム層は、非発泡ゴムから成り、かつ、前記内部ゴム
層は、発泡ゴムから成り、前記表面ゴム層のゴム弾性率Ｍｓが前記内部ゴム層のゴム弾性率Ｍｉに比
し低いことを特徴とする。
本願発明では、接地面に内部ゴム層Ｉより低い弾性率の表面ゴム層Ｓを配置することによって、タ
イヤの使用初期に接地面積の十分な確保が図られ、十分な初期氷上性能が得られ、氷上性能が、タイ
ヤの使用開始時から安定して優れた、トレッドに発泡ゴムを適用したタイヤを提供することができる。
２　引用発明（考案）について　
（１）引用例１には、おおむね実用新案登録請求の範囲記載の考案が記載されているとして引用発明を
認定した。
ア　実用新案登録請求の範囲

トレッドの本体層の表面に、タイヤ製品時での厚みが0.5mm以下、ピコ摩耗指数が50以下であ
る皮むき用の表面外皮層が形成されたことを特徴とするタイヤのトレッド構造
イ　引用発明（考案）の特徴

引用発明（考案）は、走行により容易に皮むきしやすい表面外皮層を積極的にトレッド本体層の
表面に皮むき用の外皮層として形成したので、ベントスピュー及び離型剤は従来に比して短い走
行距離でこの表面外皮層とともに除去され、速やかに皮むきがなされる。したがって、早期に所
定の性能を発揮することができるものである。この点ベントスピューと離型剤の皮膜の除去を早
期に達成し、所定の性能を速やかに発揮させる要請の大きいレーシングタイヤについても極めて
有効である。引用発明は、従来、早く摩耗する皮むき用の表面外皮層を設けて、ベントスピュー
と離型剤を表面外皮層とともに除去することにより、本来のトレッド表面を出現させるものである。

（２）引用発明の認定の誤りについて
原告は、引用例１に接した当業者であれば、第１表に示されたゴムＡ及びゴムＢは、非発泡性ゴ
ムであると考えることができるとして、本件審決は、この点を看過していると主張する。
しかし、本件審決も、表面ゴム層については、非発泡ゴムから成ることを前提として判断している。
一方、本体層については、引用例１の「本体層については特に限定されない。・・・また発泡ゴムを
用いても差し支えない。ゴム配合も一般のスタッドレス配合等種々採用できる。」との記載からすれば、
非発泡ゴムに限ることが開示されているとはいえない。
したがって、引用発明についての本件審決の認定に誤りがあるとはいえないから、原告の上記主
張は理由がない。

３　取消事由（本願発明の容易想到性の判断の誤り）について
（１）本願発明と引用発明との相違点


